
講師の場合

・２人の講師に旅費（「交通費」＋「高体連が必要と認めた経費」）５，２４０円を含め、謝金として合わせて３０，０００円を

支払った場合

対 応

・旅費、謝金等支払うもの全てについて税を引く

・税率は１０％（円未満切り捨て）

講師の場合

は０１を

記入する

人数
支払金額

（謝金・旅費）

徴収税額

（支払金額の１０％）

報 と書いてある用紙を使用する

謝金等を支払った

月を記入する。

※この翌月１０日（厳守）

までに窓口に納めること。

￥マークはここ

のみに書く



講師以外（大会に従事した医師・看護師等）の場合

・一人の医師に大会に従事した謝金として、旅費（「交通費」＋「高体連が必要と認めた経費」）２，０８０円を含め、

３０，０００円を支払った場合

対 応

・旅費分をのぞいた謝金から税を引く（旅費は非課税）

・税額は源泉徴収税額表（日額表丙欄）を参照する。

給 と書いてある用紙を使用する

人数 支払金額

（謝金分のみ）

徴収税額

謝金等を支払った

月を記入する。

※この翌月１０日（厳守）

までに窓口に納めること。

￥マークはここ

のみに書く


